
【 令和5年4月12日専決 】

１．一般会計

 国の令和４年度予備費活用に伴う事業　　1事業

①　［民生費］ 子育て世帯生活支援特別給付金

【 事業概要 】

　・支給対象者：

　　　ア 　児童扶養手当受給者等 （低所得のひとり親世帯）

　　　イ 　ア以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯 （その他低所得の子育て世帯）

【 経費概要 】

　・ 交付金 千円

　・ 事務費 千円 （人件費、郵送料、手数料等）

【 特定財源 】

　・ 国庫支出金 千円

財源内訳

【特定財源】 千円 【一般財源】 千円

・国庫支出金 千円

補 正 予 算 の 主 な 内 容

83,380 千円

83,380 千円

83,380 千円

79,900

3,480

83,380

83,380 0

83,380

　食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏ま
えた生活の支援を行うため、国からの早期支給（5月末まで）の指示を受けて、予算措置する。

令和5年3月分の児童扶養手当受給者 ⇒
プッシュ型による支給
（5月末支給予定）

家計が急変し児童扶養手当受給者相当となっ
た世帯等

⇒ 申請に基づき支給

令和4年度に同制度による給付金（その他低所
得の子育て世帯分）を受給した世帯

⇒
プッシュ型による支給
（5月末支給予定）

家計が急変し住民税均等割が非課税相当と
なった世帯等

⇒ 申請に基づき支給

　・支給額： 児童一人当たり　5万円

　・支給人数： 想定 1,004世帯　1,598人
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